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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、当社の在外子会社２社において、棚卸資産の帳簿価額と実際残高との間に多額の差異があることが判明し

たため、棚卸資産の過大計上の可能性を、また、別の在外子会社において、銀行口座からの不審な送金が判明したた

め、元従業員による横領の可能性を認識いたしました。

これらを受けて、2020年10月５日に当社取締役会において、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、当社

とは利害関係を有しない外部の弁護士および公認会計士から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特

別調査委員会による事実関係の解明及び原因の究明が開始されました。

2020年12月16日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、棚卸資産の帳簿価額と実際残高との間の多額の差異に

関しては、2014年12月末以降、仕掛品、原材料及び貯蔵品、商品及び製品が過大に計上されていたこと、また、銀行

口座からの不審な送金に関しては、2018年６月以降、虚偽の費目で複数回にわたり元従業員の口座に不正に送金され

横領されていたことが判明しました。

これに伴い当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表及び財務諸表並びに四

半期連結財務諸表等で対象となる部分について訂正することといたしました。

なお、訂正に際しては過年度において重要性がないため訂正を行っていなかった事項及び今回の監査の過程におい

て新たに検出された事項の訂正も併せて行っております。

これらの決算訂正により、当社が2020年８月６日に提出いたしました第92期第１四半期（自　2020年４月１日　

至　2020年６月30日）に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24

条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けており、そ

の四半期レビュー報告書を添付しております。

 
２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

四半期レビュー報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第91期

第１四半期
連結累計期間

第92期
第１四半期
連結累計期間

第91期

会計期間
自　2019年４月１日 
至　2019年６月30日

自　2020年４月１日 
至　2020年６月30日

自　2019年４月１日 
至　2020年３月31日

売上高 (百万円) 10,608 8,142 40,658

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 358 △159 532

親会社株主に帰属する四半期
（当期）純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

(百万円) 362 △200 345

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 423 △291 △209

純資産額 (百万円) 17,175 16,081 16,545

総資産額 (百万円) 43,547 39,809 42,546

１株当たり四半期（当期）純利
益又は四半期純損失（△）

(円) 242.39 △133.86 230.56

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 38.55 39.42 37.94
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 
２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。　

 
(1) 経営成績の状況

当第１四半期連結累計期間における日本経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止による経済活動の自粛な

どにより消費が大幅に減少しました。徐々に経済の動き出しは見られるものの、第２波の発生も懸念されることか

ら先行きが見えない状況となっています。世界経済についても、米中の貿易摩擦の長期化に加え、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大による製造業の工場操業停止や都市封鎖、人・物の移動規制などにより経済が停滞したことで、

非常に厳しい景気となりました。

このような状況のもとで、当社グループはグローバル市場で積極的な販売活動を行ってまいりましたが、当第１

四半期連結累計期間における売上高は、8,142百万円と前年同期と比べ2,465百万円の減少（前年同期比23.2％減）

となりました。営業損失は117百万円（前年同期は402百万円の営業利益）、経常損失は159百万円（前年同期は358

百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は200百万円（前年同期は362百万円の親会社株主に帰属

する四半期純利益）となりました。

　　　

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

① 輸送機器用事業

輸送機器用事業においては、新型コロナウイルス感染症の拡大による需要減少や客先の工場操業停止などの

影響を受け、国内・海外ともに売上高が減少しました。

その結果、売上高は5,615百万円と前年同期と比べ2,151百万円の減少（前年同期比27.7％減）となり、セグ

メント損失は８百万円（前年同期は466百万円のセグメント利益）となりました。

 
② 一般産業用事業

一般産業用事業においては、一部の小容量モーター用が好調であったものの、前期からの米中貿易摩擦問題

による景気低迷に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けて、ＯＡ機器、大容量モーター、

変・減速機、昇降・運搬の各業界向けの売上が減少となりました。

その結果、売上高は2,269百万円と前年同期と比べ211百万円の減少（前年同期比8.5％減）となり、セグメン

ト損失は114百万円（前年同期は95百万円のセグメント損失）となりました。

　   

③ その他

その他では、売上高が257百万円と前年同期と比べ102百万円の減少（前年同期比28.4％減）となりました。

セグメント利益は４百万円と前年同期と比べ26百万円の減少（前年同期比84.6％減）となりました。
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(2) 財政状態の状況

当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、流動資産は主に、現金及び預金の減少等により25,486百万

円（前期末比2,694百万円減）となりました。固定資産は主に、有形固定資産の減少等により14,322百万円（前期末

比42百万円減）となりました。その結果、資産合計は39,809百万円（前期末比2,736百万円減）となりました。

　負債につきましては、流動負債は主に、支払手形及び買掛金の減少等により18,485百万円（前期末比2,299百万円

減）となり、固定負債は主に、繰延税金負債の増加等により5,242百万円（前期末比25百万円増）となりました。そ

の結果、負債合計は23,727百万円（前期末比2,273百万円減）となりました。

　純資産につきましては、利益剰余金の減少等により16,081百万円（前期末比463百万円減）となりました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は101百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 6,000,000

計 6,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2020年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(2020年８月６日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,553,323 1,553,323
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

 単元株式数
100株

計 1,553,323 1,553,323 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

　発行済株式
　総数残高
　　(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

　資本準備金
　増減額
　(百万円)

　資本準備金
　残高
　(百万円)

2020年４月１日～
2020年６月30日

― 1,553,323 ― 1,858 ― 1,798
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(2020年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 
① 【発行済株式】

    2020年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等）

(自己保有株式)   

普通株式 56,400
 

― ―

(相互保有株式）   

普通株式 1,700
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 1,486,600 14,866 ―

単元未満株式 普通株式 8,623 ― ―

発行済株式総数 1,553,323 ― ―

総株主の議決権 ― 14,866 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2020年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

(自己保有株式)
小倉クラッチ株式会社

群馬県桐生市相生町
2‐678

56,400 ― 56,400 3.63

(相互保有株式)
信濃機工株式会社

長野県千曲市大字八幡
5484‐１

1,700 ― 1,700 0.10

計 ― 58,100 ― 58,100 3.74
 

 

２ 【役員の状況】

 　 該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

また、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、

訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,486 6,174

  受取手形及び売掛金 8,617 7,612

  電子記録債権 2,389 2,235

  商品及び製品 3,862 3,321

  仕掛品 2,969 3,155

  原材料及び貯蔵品 2,310 2,443

  その他 698 641

  貸倒引当金 △153 △97

  流動資産合計 28,180 25,486

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械装置及び運搬具（純額） 4,303 4,213

   その他（純額） 7,629 7,496

   有形固定資産合計 11,932 11,709

  無形固定資産   

   その他 698 702

   無形固定資産合計 698 702

  投資その他の資産 注２  1,733 注２  1,910

  固定資産合計 14,365 14,322

 資産合計 42,546 39,809

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 3,997 2,992

  電子記録債務 4,731 4,200

  短期借入金 9,760 9,442

  未払法人税等 72 18

  賞与引当金 316 67

  その他 1,905 1,763

  流動負債合計 20,784 18,485

 固定負債   

  長期借入金 3,436 3,469

  繰延税金負債 289 329

  役員退職慰労引当金 763 753

  退職給付に係る負債 175 181

  資産除去債務 15 15

  その他 534 491

  固定負債合計 5,216 5,242

 負債合計 26,001 23,727
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,858 1,858

  資本剰余金 1,823 1,823

  利益剰余金 12,977 12,627

  自己株式 △351 △351

  株主資本合計 16,308 15,958

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 266 395

  為替換算調整勘定 △438 △668

  退職給付に係る調整累計額 6 7

  その他の包括利益累計額合計 △165 △265

 非支配株主持分 401 388

 純資産合計 16,545 16,081

負債純資産合計 42,546 39,809
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 10,608 8,142

売上原価 8,853 7,010

売上総利益 1,754 1,131

販売費及び一般管理費 1,352 1,249

営業利益又は営業損失（△） 402 △117

営業外収益   

 受取利息 6 4

 受取配当金 26 25

 不動産賃貸料 18 18

 その他 16 27

 営業外収益合計 67 75

営業外費用   

 支払利息 41 42

 手形売却損 1 1

 租税公課 6 7

 為替差損 25 21

 貸倒損失 注１　 24 注１　 26

 その他 11 17

 営業外費用合計 111 117

経常利益又は経常損失（△） 358 △159

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

358 △159

法人税、住民税及び事業税 63 33

法人税等調整額 △90 △3

法人税等合計 △26 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） 384 △189

非支配株主に帰属する四半期純利益 21 11

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

362 △200
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 384 △189

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △10 128

 為替換算調整勘定 41 △232

 退職給付に係る調整額 7 1

 その他の包括利益合計 39 △102

四半期包括利益 423 △291

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 401 △300

 非支配株主に係る四半期包括利益 22 8
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【注記事項】

(追加情報)

（会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した、新型コロナウイルス感染症による当社グループへ

の影響に関する仮定について、当第１四半期連結累計期間において重要な変更はありません。

 
（実在性等を確認できない取引に関する事項）

2020年６月30日現在、連結子会社である小倉離合機（東莞）有限公司の総資産は4,694百万円、小倉離合機（長

興）有限公司の総資産は2,064百万円であり、四半期連結貸借対照表の総資産の17.0％を占めております。これら

の連結子会社において、過年度より実地棚卸及び原価計算が適切に実施されていないこと等の理由により、実在性

及び正確性が確認できない商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品が存在することが判明したことから、当該商

品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を残高から減額し、同額を売上原価として計上しております。この結果、

これらの連結子会社の当四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表に計上されている残高は、商品及び製品410

百万円、仕掛品274百万円、原材料及び貯蔵品930百万円であり、当四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に

計上されている売上原価は1,915百万円であります。また、これらの連結子会社の前連結会計年度の連結貸借対照

表に計上されていた残高は、商品及び製品617百万円、仕掛品319百万円、原材料及び貯蔵品814百万円でありま

す。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

 
　１　受取手形割引高

 
 

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

受取手形 28百万円 18百万円
 

 
注２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

投資その他の資産 49百万円 37百万円
 

 
(四半期連結損益計算書関係)

注１　米国子会社において従業員による横領が発生したことに伴う損失であります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

減価償却費 358百万円 375百万円

のれん償却額 5 6 
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 149 100 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後と

なるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年６月30日）

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 149 100 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後と

なるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間(自　2019年４月１日　至　2019年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計

輸送機器用事業 一般産業用事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 7,767 2,481 10,248 359 10,608

セグメント間の内部売上高
又は振替高

24 9 33 － 33

計 7,791 2,490 10,281 359 10,641

セグメント利益又は損失（△） 466 △95 371 30 402
 

(注)　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、防災関連業界向け等の輸送機器用

事業及び一般産業用事業以外の事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 371

「その他」の区分の利益 30

四半期連結損益計算書の営業利益 402
 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

　当第１四半期連結会計期間より、新たに持分取得した砂永精工電子（東莞）有限公司並びに重要性が増した株式

会社三泉及びオグラクラッチ・フィリピン,Inc.を連結の範囲に含めております。なお、当該事象によるのれんの増

加額は「輸送機器用事業」で103百万円、「一般産業用事業」で100百万円、「その他」で19百万円であります。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自　2020年４月１日　至　2020年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)

合計

輸送機器用事業 一般産業用事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 5,615 2,269 7,884 257 8,142

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3 1 5 － 5

計 5,619 2,270 7,890 257 8,147

セグメント利益又は損失（△） △8 △114 △122 4 △117
 

(注)　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、防災関連業界向け等の輸送機器用

事業及び一般産業用事業以外の事業等を含んでおります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △122

「その他」の区分の利益 4

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △117
 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日
　至　2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年６月30日)

１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失（△）

242円39銭 △133円86銭

　(算定上の基礎)   

　親会社株主に帰属する四半期純利益又は
　親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(百万円)

362 △200

　普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又
は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(百万円)

362 △200

　普通株式の期中平均株式数(千株) 1,496 1,496
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

小倉クラッチ株式会社(E01647)

訂正四半期報告書

17/20



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
 

2020年12月16日

小倉クラッチ株式会社

取締役会　御中 

 
有限責任 あずさ監査法人

北関東事務所
 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 福　　田　　　　　厚 印
 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 小　　林　　雅　　彦 印
 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 瀧　　浦　　晶　　平 印
 

 
限定付結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている小倉クラッチ株

式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る訂正後の四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事

項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財

務諸表の作成基準に準拠して、小倉クラッチ株式会社及び連結子会社の2020年６月30日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認

められなかった。

 
限定付結論の根拠

当第１四半期連結会計期間において四半期連結財務諸表を構成する連結子会社である小倉離合機（東莞）有限公司の

総資産は4,694百万円、小倉離合機（長興）有限公司の総資産は2,064百万円であり、四半期連結貸借対照表の総資産の

17.0％を占めている。

これらの連結子会社において、過年度より実地棚卸及び原価計算が適切に実施されていないこと等の理由により、実

在性及び正確性が確認できない商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品が存在することが判明したことから、実在性

及び正確性が確認できなかった商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品を残高から減額し、同額を売上原価として計

上した。このため、当監査法人は、当第１四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表に計上されている商品及び製品

410百万円、仕掛品274百万円、原材料及び貯蔵品930百万円の実在性及び正確性について、結論の表明の基礎となる証拠

を入手することができなかった。また、同様の理由から、当監査法人は、前連結会計年度の連結貸借対照表に計上され

ていた商品及び製品617百万円、仕掛品319百万円、原材料及び貯蔵品814百万円の実在性及び正確性についても十分かつ

適切な監査証拠を入手することができず、当第１四半期連結会計期間におけるこれらの資産の期首残高について結論の

表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。したがって、当監査法人は、当第１四半期連結累計期間の四半

期連結損益計算書に計上されている売上原価1,915百万円についても、結論の表明の基礎となる証拠を入手することがで

きなかった。

この結果、当監査法人は、当第１四半期連結会計期間の四半期連結貸借対照表に計上されている商品及び製品、仕掛

品、原材料及び貯蔵品の勘定残高並びに当第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されている売上原価

の金額に関して、修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。

この影響は、これらの勘定科目に限定されており、当該影響を除外すれば、四半期連結財務諸表は、小倉クラッチ株

式会社及び連結子会社の2020年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績

の状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。したがって、四半期連

結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。なお、当該事項は、当第１四半期連結会計期間の

四半期連結貸借対照表及び第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書と比較情報である前連結会計年度の連結貸

借対照表及び前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書との比較可能性に影響を及ぼす可能性がある。
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当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付結論の表明の基礎とな

る証拠を入手したと判断している。

 
その他の事項

四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な

お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2020年８月６日に四半期レビュー報告書を提出した。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書に

おいて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注

記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企

業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財

務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信

じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

 　　　 告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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